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○
総
務
省
令
第
八
十
七
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
及
び
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

1
0

6
0

）

様
式

第
４

第
４

条
第

３
項

第
２

号
第

９
条

第
１

項
第

２
号

第
条

第
２

項
第

条
の

２
第

２
号

関
係

、
、

、

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

電
気

通
信

役
務

の
種

類
提

供
す

る
役

務

１
加

入
電

話
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２
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ビ
ス

中
継

電
話

又
は

公
衆

電
話

で
あ

る
も

の
及

ー

（

）

び
国

際
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ビ
ス

を
除

く

ー

。

（

）

３
中

継
電

話
国

際
電

話
等

で
あ

る
も

の
を

除
く

。

４
国

際
電

話
等

国
際

電
話

国
際

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ビ

ス

ー

５
公

衆
電

話

６
携

帯
電

話
三

・
九

世
代

移
動

通
信

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
も

の

三
・

九
世

代
移

動
通

信
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

も
の

以

外
の

も
の

７
Ｐ

Ｈ
Ｓ

８
Ｉ

Ｐ
電

話
当

該
Ｉ

Ｐ
電

話
の

提
供

の
た

め
に

電
気

通
信

番
号

規
則

第
９

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

条
第

１
項

第
２

号
に

1
0

規
定

す
る

電
気

通
信

番
号

を
使

用
す

る
も

の
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当
該

Ｉ
Ｐ

電
話

の
提

供
の

た
め

に
電

気
通

信
番

号
規

則

第
９

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

条
第

１
項

第
２

号
に

1
0

規
定

す
る

電
気

通
信

番
号

を
使

用
す

る
も

の
以

外
の

も

の

９
衛

星
移

動
通

信
サ

ビ
ス

ー

Ｆ
Ｍ

Ｃ
サ

ビ
ス

1
0

ー

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

接
続

サ
ビ

ス
1
1

ー

ー

Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ

ア
ク

セ
ス

共
同

住
宅

等
内

に
Ｖ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
設

備
そ

の
他

の
電

気
通

信
1
2

サ
ビ

ス
設

備
を

用
い

る
も

の
以

外
の

も
の

ー

共
同

住
宅

等
内

に
Ｖ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
設

備
そ

の
他

の
電

気
通

信

設
備

を
用

い
る

も
の

Ｄ
Ｓ

Ｌ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

1
3

ー

Ｆ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

1
4

ー
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Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
1
5

ー

携
帯

電
話

・
Ｐ

Ｈ
Ｓ

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
1
6

ー

三
・

九
世

代
携

帯
電

話
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

1
7

ー

フ
レ

ム
リ

レ
サ

ビ
ス

1
8

ー

ー

ー

Ａ
Ｔ

Ｍ
交

換
サ

ビ
ス

1
9

ー

公
衆

無
線

Ｌ
Ａ

Ｎ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

2
0

ー

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

2
1

ー

Ｉ
Ｐ

－
Ｖ

Ｐ
Ｎ

サ
ビ

ス
2
2

ー

広
域

イ
サ

ネ
ッ

ト
サ

ビ
ス

2
3

ー

ー

衛
星

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
2
4

ー

専
用

役
務

国
内

電
気

通
信

役
務

で
あ

る
も

の
2
5

国
際

電
気

通
信

役
務

で
あ

る
も

の

ー

2
6

2
5

上
記

１
か

ら
ま

で
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
を

利
用

し
た

付
加

価
値

サ
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ビ
ス

2
7

（

）

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

関
連

サ
ビ

ス
Ｉ

Ｐ
電

話
を

除
く

ー

ー

。

仮
想

移
動

電
気

通
信

携
帯

電
話

に
係

る
も

の
2
8

サ
ビ

ス
Ｐ

Ｈ
Ｓ

に
係

る
も

の

ー

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
も

の

ー

電
報

受
付

及
び

配
達

の
業

務
を

行
う

場
合

2
9

受
付

及
び

配
達

の
業

務
を

行
わ

な
い

場
合

上
記

１
か

ら
ま

で
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

3
0

2
9

注
１

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

の
種

類
に

つ
い

て
右

の
欄

に
○

を
記

入
す

る
こ

と
た

だ
し

２
及

び
５

「

」

、
。

、

に
該

当
す

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
、

。

２
単

純
再

販
の

役
務

の
み

を
提

供
す

る
場

合
は

右
の

欄
に

再
販

と
卸

電
気

通
信

役
務

の
み

を
提

供
す

「

」

、
、

に
該

当
す

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
る

場
合

は
卸

と
記

入
す

る
こ

と
た

だ
し

上
記

「

」

2
8

。
、

、
。

随
時

の
請

求
に

よ
り

特
定

さ
れ

る
端

末
系

伝
送

路
設

備
を

介
し

て
提

３
Ｆ

Ｍ
Ｃ

サ
ビ

ス
と

は
利

用
者

か
ら

の

ー
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供
す

る
電

気
通

信
役

務
を

フ
レ

ム
リ

レ
サ

ビ
ス

と
は

フ
レ

ム
リ

レ
方

式
に

よ
り

パ
ケ

ッ
ト

を
伝

ー

ー

ー

ー

ー

、

送
交

換
す

る
デ

タ
伝

送
役

務
を

Ａ
Ｔ

Ｍ
交

換
サ

ビ
ス

と
は

Ａ
Ｔ

Ｍ
方

式
に

よ
り

パ
ケ

ッ
ト

を
伝

送
交

換

ー

ー

、

す
る

デ
タ

伝
送

役
務

を
衛

星
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

と
は

端
末

系
伝

送
路

設
備

と
し

て
人

工
衛

星
を

用
い

て

ー

ー

、

提
供

さ
れ

る
も

の
で

あ
つ

て
イ

ン
タ

ネ
ッ

ト
へ

の
接

続
点

ま
で

の
間

の
通

信
を

媒
介

す
る

電
気

通
信

役
務

ー

、

主
と

し
て

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

へ
の

接
続

点
ま

で
の

間
の

通
信

を
媒

介
す

る
も

の
を

含
む

を
い

う

（

）

ー

。
。

４
３

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
電

気
通

信
役

務
の

種
類

の
定

義
に

つ
い

て
は

電
気

通
信

事
業

報
告

規
則

昭（

、
、

和
年

郵
政

省
令

第
号

以
下

報
告

規
則

と
い

う
第

１
条

第
２

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

6
3

4
6

「

」

）

。
。

と
。

５
Ｆ

Ｍ
Ｃ

サ
ビ

ス
を

提
供

す
る

場
合

は
Ｆ

Ｍ
Ｃ

サ
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
組

み
合

わ
せ

る
端

末
系

伝

ー

ー

、

送
路

設
備

に
係

る
電

気
通

信
役

務
に

つ
い

て
Ｆ

Ｍ
Ｃ

サ
ビ

ス
の

右
の

欄
に

電
気

通
信

役
務

の
種

類
「

「

ー

」

、

の
欄

中
の

項
番

号
１

２
６

７
８

又
は

に
限

る
に

よ
り

記
入

す
る

こ
と

」

（

）

2
8

、
、

、
、

。
。

電
気

通
信

役
務

の
種

類
の

欄
中

の
項

番
号

６
７

又
は

に
限

る
に

該
当

す
る

仮
想

６

「

」

（

1
6

1
7

2
1

）

、
、

、
。

上
記

の
み

に
を

す
る

こ
と

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス
に

つ
い

て
は

ー

2
8

「
○
」

、
。
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７
イ

ン
タ

ネ
ッ

ト
関

連
サ

ビ
ス

Ｉ
Ｐ

電
話

を
除

く
の

み
上

記
１

か
ら

ま
で

に
掲

げ
る

「

「

2
9

ー

ー

（

」

。
）

、

「

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
の

み
又

は
こ

れ
ら

の
み

を
提

供
す

る
場

合
に

は
参

考
と

し
て

」

、
、

電
子

メ
ル

サ
ビ

ス
ホ

ス
テ

ィ
ン

グ
サ

ビ
ス

Ｉ
Ｘ

サ
ビ

ス
無

線
呼

出
し

等
具

ー

ー

ー

ー

」

」

」

」

「

「

「

、
、

、

体
的

な
サ

ビ
ス

内
容

を
併

記
す

る
こ

と

ー

。

８
電

報
の

事
業

に
つ

い
て

は
法

附
則

第
５

条
の

規
定

及
び

電
気

通
信

事
業

法
及

び
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
、

等
に

関
す

る
法

律
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
平

成
年

法
律

第
号

に
よ

る
改

正
前

の
電

気
通

信
事

業

（

）

1
5

1
25

法
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

９
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、

、

。

第
一
条
第
二
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し

第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し

第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

十
七

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条

の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
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同
じ
。

を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備

）

に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も

の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。

を
い
う
。

）

第
二
条
第
一
項
の
表
中

を

「

Ｉ
Ｐ
―
Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

自
ら
設
定
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
仮
想
閉
域

様
式
第
十
五

」

広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

網
を
設
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者

Ｉ
Ｐ
―
Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

自
ら
設
定
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
仮
想
閉
域

様
式
第
十
五

「

広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

網
を
設
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通

様
式
第
十
五
の
二

信
事
業
者
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク

セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
地
局
を
設
置
し
て
い
な
い

電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
毎
四
半
期
末
に
お
け

に
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る
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
当
該
基
地
局
を

設
置
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
回
線

設
備
と
接
続
し
、
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提

供
さ
れ
る
も
の
に
限
る

）
の
契
約
数
が
三
万
未
満

。

」

で
あ
る
も
の
を
除
く

）
。

改
め
る
。

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

様
式

第
３

第
２

条
第

１
項

関
係

第
１

表

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

都
道

府
県

別
契

約
数

年
月

日
現

在
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サ
ビ

ス
の

種
類

ー

事
業

者
名

都
道

府
県

契
約

数

合
計

参
考

事
項

注
１

携
帯

電
話

三
・

九
世

代
移

動
通

信
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

携
帯

電
話

携
帯

電
話

の
内

数
と

す
る

及

（

）

、
。

び
Ｐ

Ｈ
Ｓ

ご
と

に
別

葉
と

す
る

こ
と

。

２
一

の
契

約
で

複
数

の
回

線
を

保
有

す
る

契
約

形
態

の
場

合
は

当
該

回
線

数
を

契
約

数
と

し
て

報
告

す
る

こ
、

と
。
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３
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
当

該
電

気
通

信
事

業
者

、
、

が
最

終
利

用
者

に
付

与
し

て
い

る
電

気
通

信
番

号
の

数
を

自
ら

の
契

約
数

と
し

て
含

め
る

こ
と

な
お

当
該

。
、

電
気

通
信

事
業

者
の

契
約

数
を

当
該

電
気

通
信

事
業

者
の

各
契

約
者

の
住

所
に

基
づ

き
都

道
府

県
別

に
把

握
、

で
き

る
場

合
に

は
当

該
都

道
府

県
ご

と
に

自
ら

の
契

約
数

と
し

て
含

め
る

こ
と

お
つ

て
当

該
契

約
が

電
、

。
、

気
通

信
番

号
を

付
与

し
な

い
サ

ビ
ス

の
場

合
に

は
回

線
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

る
こ

と

ー

、
。

４
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
注

３
中

段
に

基
づ

き
当

、
、

該
電

気
通

信
事

業
者

の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

て
い

る
も

の
及

び
そ

う
で

な
い

も
の

ご
と

に
、

参
考

事
項

の
項

に
当

該
事

業
者

の
数

及
び

契
約

数
の

合
計

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

「

」

。

５
二

の
契

約
を

一
の

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ド
携

帯
電

話
端

末
等

か
ら

の
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

電
気

通
信

事
業

ー

（

者
と

の
間

で
当

該
役

務
の

提
供

を
内

容
と

す
る

契
約

を
締

結
し

て
い

る
者

を
特

定
す

る
た

め
の

情
報

を
記

録
し

た
電

磁
的

記
録

媒
体

に
よ

り
提

供
し

て
い

る
サ

ビ
ス

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

当
該

契

）

「

」

ー
、

約
数

の
う

ち
一

方
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
プ

リ
ペ

イ
ド

に
よ

り
提

供
し

て
い

る
サ

ビ
ス

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

当
該

契
約

数
の

ー

「

」

、
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合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

７
注

４
か

ら
注

６
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

「

」

、
、

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

８
都

道
府

県
の

欄
に

記
載

す
る

都
道

府
県

の
順

序
は

日
本

工
業

規
格

都
道

府
県

コ
ド

の
番

号
の

順
序

「

」
ー

、

に
よ

る
こ

と
。

９
記

載
す

る
都

道
府

県
の

数
に

応
じ

項
を

適
宜

増
減

す
る

こ
と

、
。

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

1
0

、
。

第
２

表

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

契
約

数
等

年
月

日
現

在

サ
ビ

ス
の

種
類

ー

事
業

者
名
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報
告

事
項

契
約

数
等

（

）

契
約

数

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

契
約

数
が

３
万

以
上

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

（

）

事
業

者
数

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

事
業

契
約

数
が

３
万

以
上

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

者
名

契
約

数
が

３
万

未
満

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

参
考

事
項

注
１

自
ら

提
供

す
る

携
帯

電
話

又
は

Ｐ
Ｈ

Ｓ
に

係
る

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス
を

提
供

す
る

電
気

通
信

事
業

ー



- 14 -

者
以

下
本

表
に

お
い

て
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
と

い
う

が
あ

る
場

合
に

記
載

す
る

こ
と

と
し

携
帯

電
話

三

（

「

」

）

（

。
、

・
九

世
代

移
動

通
信

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
携

帯
電

話
を

含
む

及
び

Ｐ
Ｈ

Ｓ
ご

と
に

別
葉

と
す

る
こ

と

）

。
。

２
契

約
数

の
項

に
は

自
ら

提
供

す
る

携
帯

電
話

又
は

Ｐ
Ｈ

Ｓ
に

係
る

契
約

数
の

う
ち

仮
想

移
動

電
気

通
「

」

、

信
サ

ビ
ス

に
係

る
も

の
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

ま
た

一
の

契
約

で
複

数
の

回
線

を
保

有
す

る
契

約

ー

。
、

形
態

の
場

合
は

当
該

回
線

数
を

契
約

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

３
契

約
数

の
う

ち
接

続
に

係
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
項

に
つ

い
て

は
自

ら
の

電
気

通
信

回
線

設
備

を
Ｍ

Ｖ
Ｎ

「

」

、
、

Ｏ
の

電
気

通
信

設
備

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
契

約
数

の
う

ち
Ｍ

Ｎ
Ｏ

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
の

項
に

つ
い

て
は

携
帯

電
話

Ｐ
Ｈ

Ｓ
又

は
Ｂ

Ｗ
Ａ

ア

「

」

、
、

、

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
基

地
局

を
設

置
し

て
い

る
電

気
通

信
事

業
者

以
下

本
表

に
お

い
て

Ｍ
Ｎ

Ｏ
と

ー

（

「

」

い
う

に
よ

り
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

そ
の

契
約

数
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

）

。
、

。

５
事

業
者

数
の

項
に

は
自

ら
提

供
す

る
携

帯
電

話
又

は
Ｐ

Ｈ
Ｓ

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
の

合
計

数
を

記
載

す

「

」

、

る
こ

と
。

６
事

業
者

数
の

う
ち

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
の

項
に

つ
い

て
は

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス
の

提

「

」

ー

、
、
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供
に

当
た

り
自

ら
の

電
気

通
信

回
線

設
備

と
電

気
通

信
設

備
を

接
続

し
て

い
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
合

計
数

を
記

載
、

す
る

こ
と

。

７
事

業
者

数
の

う
ち

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
項

に
つ

い
て

は
Ｍ

Ｎ
Ｏ

に
よ

り
仮

想
移

動
電

気
通

「

」

、
、

信
サ

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

当
該

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
合

計
数

を
記

載
す

る
こ

と

ー

、
。

８
括

弧
内

に
は

契
約

数
又

は
事

業
者

数
の

う
ち

三
・

九
世

代
移

動
通

信
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

携
帯

電
話

、
、

に
係

る
も

の
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

９
注

記
す

べ
き

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と

「

」

、
。

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

1
0

、
。

様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

様
式

第
1
1

第
２

条
第

１
項

関
係

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

契
約

数

年
月

日
現

在
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サ
ビ

ス
の

種
類

携
帯

電
話

・
Ｐ

Ｈ
Ｓ

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス

ー

ー

事
業

者
名

契
約

数

提
供

す
る

回
線

に
お

い
て

音
声

伝
送

役
、

務
が

提
供

さ
れ

て
い

な
い

も
の

参
考

事
項

注
１

一
の

契
約

で
複

数
の

回
線

を
保

有
す

る
契

約
形

態
の

場
合

は
当

該
回

線
数

を
契

約
数

と
し

て
報

告
す

る
こ

、

と
。

２
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
当

該
電

気
通

信
事

業
者

、
、
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の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

る
こ

と
。

３
自

ら
提

供
す

る
携

帯
電

話
・

Ｐ
Ｈ

Ｓ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
仮

想
移

動
電

気
通

信
サ

ビ
ス

を
提

供
す

ー

ー

「

」

（

る
電

気
通

信
事

業
者

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

当
該

電
気

通
信

事
業

者
の

数
及

び
契

約
数

、

自
ら

提
供

す
る

携
帯

電
話

・
Ｐ

Ｈ
Ｓ

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
に

係
る

も
の

に
限

る
の

合
計

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記

ー

）

。

載
す

る
こ

と
。

４
通

信
モ

ジ
ュ

ル
向

け
に

提
供

し
て

い
る

サ
ビ

ス
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

に
当

該
契

約

ー

ー

「

」

、

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
定

額
制

料
金

に
よ

り
提

供
し

て
い

る
サ

ビ
ス

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

当
該

契
約

数
を

ー

「

」

、

記
載

す
る

こ
と

。

６
注

３
か

ら
注

５
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

「

」

、
、

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

７
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。

（

）

様
式

第
1
2

第
２

条
第

１
項

関
係
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電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

都
道

府
県

別
契

約
数

年
月

日
現

在

（

）

サ
ビ

ス
の

種
類

三
・

九
世

代
携

帯
電

話
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

再
掲

ー

ー

事
業

者
名

契
約

数

都
道

府
県

提
供

す
る

回
線

に
お

い
て

音
声

伝
送

役
、

務
が

提
供

さ
れ

て
い

な
い

も
の

合
計
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参
考

事
項

注
１

一
の

契
約

で
複

数
の

回
線

を
保

有
す

る
契

約
形

態
の

場
合

は
当

該
回

線
数

を
契

約
数

と
し

て
報

告
す

る
こ

、

と
。

２
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
当

該
電

気
通

信
事

業
者

、
、

の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

る
こ

と
な

お
当

該
電

気
通

信
事

業
者

の
契

約
数

を
当

該
電

気
。

、
、

通
信

事
業

者
の

各
契

約
者

の
住

所
に

基
づ

き
都

道
府

県
別

に
把

握
で

き
る

場
合

に
は

当
該

都
道

府
県

ご
と

に
、

自
ら

の
契

約
数

と
し

て
含

め
る

こ
と

。

３
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
注

２
後

段
に

基
づ

き
当

、
、

該
電

気
通

信
事

業
者

の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

て
い

る
も

の
及

び
そ

う
で

な
い

も
の

ご
と

に
、

参
考

事
項

の
項

に
当

該
事

業
者

の
数

及
び

契
約

数
の

合
計

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

提
供

す
る

「

」

（
「

」

）

回
線

に
お

い
て

音
声

伝
送

役
務

が
提

供
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

係
る

契
約

数
は

記
載

不
要

、
。

。
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４
自

ら
提

供
す

る
三

・
九

世
代

携
帯

電
話

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
に

係
る

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス
を

提
供

ー

ー

す
る

電
気

通
信

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

に
当

該
電

気
通

信
事

業
者

の
数

及
び

契
約

数

「

」

、

自
ら

提
供

す
る

三
・

九
世

代
携

帯
電

話
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
も

の
に

限
る

の
合

計
数

を
そ

れ
ぞ

（

）

ー

。

れ
記

載
す

る
こ

と
。

５
注

３
及

び
注

４
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

に
そ

「

」

、
、

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
都

道
府

県
の

欄
に

記
載

す
る

都
道

府
県

の
順

序
は

日
本

工
業

規
格

都
道

府
県

コ
ド

の
番

号
の

順
序

「

」
ー

、

に
よ

る
こ

と
。

７
記

載
す

る
都

道
府

県
の

数
に

応
じ

項
を

適
宜

増
減

す
る

こ
と

、
。

８
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。

（

）

様
式

第
1
3

第
２

条
第

１
項

関
係

第
１

表

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告
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都
道

府
県

別
契

約
数

年
月

日
現

在

サ
ビ

ス
の

種
類

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

ー

ー

事
業

者
名

都
道

府
県

契
約

数

合
計

参
考

事
項

注
１

契
約

数
に

は
継

続
的

な
契

約
関

係
を

有
さ

ず
利

用
の

都
度

契
約

を
し

て
提

供
す

る
サ

ビ
ス

プ
リ

ペ
イ

ー

（

、

ド
カ

ド
に

よ
り

課
金

を
行

う
サ

ビ
ス

を
含

む
の

契
約

者
は

含
め

な
い

も
の

と
す

る

ー

ー

）

。
。
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２
一

の
契

約
で

複
数

の
回

線
を

保
有

す
る

契
約

形
態

の
場

合
は

当
該

回
線

数
を

契
約

数
と

し
て

報
告

す
る

こ
、

と
。

３
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
当

該
電

気
通

信
事

業
者

、
、

の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

る
こ

と
な

お
当

該
電

気
通

信
事

業
者

の
契

約
数

を
当

該
電

気
。

、
、

通
信

事
業

者
の

各
契

約
者

の
住

所
に

基
づ

き
都

道
府

県
別

に
把

握
で

き
る

場
合

に
は

当
該

都
道

府
県

ご
と

に
、

自
ら

の
契

約
数

と
し

て
含

め
る

こ
と

。

４
他

の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
し

て
い

る
場

合
に

は
注

３
後

段
に

基
づ

き
当

、
、

該
電

気
通

信
事

業
者

の
契

約
数

を
自

ら
の

契
約

数
と

し
て

含
め

て
い

る
も

の
及

び
そ

う
で

な
い

も
の

ご
と

に
、

参
考

事
項

の
項

に
当

該
事

業
者

の
数

及
び

契
約

数
の

合
計

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

「

」

。

５
通

信
モ

ジ
ュ

ル
に

よ
り

提
供

し
て

い
る

サ
ビ

ス
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

に
当

該
契

約

ー

ー

「

」

、

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
定

額
制

料
金

に
よ

り
提

供
し

て
い

る
サ

ビ
ス

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

当
該

契
約

数
を

ー

「

」

、

記
載

す
る

こ
と

。
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７
注

４
か

ら
注

６
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

参
考

事
項

の
項

「

」

、
、

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

８
都

道
府

県
の

欄
に

記
載

す
る

都
道

府
県

の
順

序
は

日
本

工
業

規
格

都
道

府
県

コ
ド

の
番

号
の

順
序

「

」
ー

、

に
よ

る
こ

と
。

９
記

載
す

る
都

道
府

県
の

数
に

応
じ

項
を

適
宜

増
減

す
る

こ
と

、
。

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

1
0

、
。

第
２

表

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

契
約

数
等

年
月

日
現

在

サ
ビ

ス
の

種
類

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

ー

ー

事
業

者
名

報
告

事
項

契
約

数
等



- 24 -

契
約

数

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

契
約

数
が

３
万

以
上

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

事
業

者
数

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

事
業

契
約

数
が

３
万

以
上

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

者
名

契
約

数
が

３
万

未
満

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ

参
考

事
項

注
１

自
ら

提
供

す
る

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
仮

想
移

動
電

気
通

信
サ

ビ
ス

を
提

供
す

る
電

気
通

信

ー

ー

事
業

者
以

下
本

表
に

お
い

て
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
と

い
う

が
あ

る
場

合
に

記
載

す
る

こ
と

（

「

」

）

。
。
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２
契

約
数

の
項

に
は

自
ら

提
供

す
る

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
契

約
数

の
う

ち
仮

想
移

動
電

「

」

ー

、

気
通

信
サ

ビ
ス

に
係

る
も

の
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

ま
た

継
続

的
な

契
約

関
係

を
有

さ
ず

利
用

の

ー

。
、

都
度

契
約

を
し

て
提

供
す

る
サ

ビ
ス

プ
リ

ペ
イ

ド
カ

ド
に

よ
り

課
金

を
行

う
サ

ビ
ス

を
含

む
の

ー

ー

ー

（

）

。

契
約

数
は

含
め

な
い

も
の

と
す

る
と

と
も

に
一

の
契

約
で

複
数

の
回

線
を

保
有

す
る

契
約

形
態

の
場

合
は

、
、

当
該

回
線

数
を

契
約

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

３
契

約
数

の
う

ち
接

続
に

係
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
項

に
つ

い
て

は
自

ら
の

電
気

通
信

回
線

設
備

を
Ｍ

Ｖ
Ｎ

「

」

、
、

Ｏ
の

電
気

通
信

設
備

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
契

約
数

の
う

ち
Ｍ

Ｎ
Ｏ

で
あ

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
の

項
に

つ
い

て
は

携
帯

電
話

Ｐ
Ｈ

Ｓ
又

は
Ｂ

Ｗ
Ａ

ア

「

」

、
、

、

ク
セ

ス
サ

ビ
ス

に
係

る
基

地
局

を
設

置
し

て
い

る
電

気
通

信
事

業
者

以
下

本
表

に
お

い
て

Ｍ
Ｎ

Ｏ
と

ー

（

「

」

い
う

に
よ

り
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

そ
の

契
約

数
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

）

。
、

。

５
事

業
者

数
の

項
に

は
自

ら
提

供
す

る
Ｂ

Ｗ
Ａ

ア
ク

セ
ス

サ
ビ

ス
に

係
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
合

計
数

を
記

「

」

ー

、

載
す

る
こ

と
。

６
事

業
者

数
の

う
ち

接
続

に
係

る
Ｍ

Ｖ
Ｎ

Ｏ
の

項
に

つ
い

て
は

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス
の

提

「

」

ー

、
、
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供
に

当
た

り
自

ら
の

電
気

通
信

回
線

設
備

と
電

気
通

信
設

備
を

接
続

し
て

い
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
合

計
数

を
記

載
、

す
る

こ
と

。

７
事

業
者

数
の

う
ち

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
項

に
つ

い
て

は
Ｍ

Ｎ
Ｏ

に
よ

り
仮

想
移

動
電

気
通

「

」

、
、

信
サ

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

当
該

Ｍ
Ｎ

Ｏ
で

あ
る

Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ

の
合

計
数

を
記

載
す

る
こ

と

ー

、
。

８
注

記
す

べ
き

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と

「

」

、
。

９
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。

様
式
第
十
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（

）
様

式
第

の
２

1
5

第
２

条
第

１
項

関
係

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告

契
約

数
等

年
月

日
現

在

サ
ビ

ス
の

種
類

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ビ

ス

ー

ー

事
業

者
名
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種
別

事
業

者
名

契
約

数

携
帯

電
話

に
係

る
も

の

Ｐ
Ｈ

Ｓ
に

係
る

も
の

Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ

ビ
ス
に
係
る
も
の

ー

参
考

事
項

注
１

事
業

者
名

の
欄

に
は

左
欄

に
掲

げ
る

種
別

に
係

る
仮

想
移

動
電

気
通

信
サ

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

り

「

」
ー

、

自
ら

の
電

気
通

信
設

備
と

電
気

通
信

回
線

設
備

を
接

続
し

又
は

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

を
受

け
て

い
る

、
、

電
気

通
信

事
業

者
の

名
称

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
契

約
数

の
欄

に
は

左
欄

に
掲

げ
る

種
別

ご
と

の
合

計
数

を
記

載
す

る
こ

と
ま

た
一

の
契

約
で

複

「

」

、
。

、

数
の

回
線

を
保

有
す

る
契

約
形

態
の

場
合

は
当

該
回

線
数

を
契

約
数

と
し

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

３
注

記
す

べ
き

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
参

考
事

項
の

項
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と

「

」

、
。

４
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則

」
と
い
う
。)
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
遅
滞
な
く
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


